
提
出
期
限
は
１
月
31
日
で
す○

土
地
・
建
物

工
場
・
商
店
・
農
業
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
、
ア
パ
ー
ト
を
貸
し
て
い
る
、
太
陽
光
発
電
施
設

（
家
庭
用
を
除
く
。）を
設
置
し
た
な
ど
、
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
で
、
償
却
資
産
を
お
持
ち

の
方
は
、
地
方
税
法
第
３
８
３
条
の
規
定
に
よ
り
毎
年
１
月
１
日
現
在
に
所
有
し
て
い
る
償

却
資
産
に
つ
い
て
、
そ
の
所
在
地
の
市
町
村
に
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

○ 
使
用
可
能
期
間
が
１
年
未
満
の
資
産

○ 

取
得
価
額
が
10
万
円
未
満
で
、
法
人

税
・
所
得
税
の
申
告
上
、
一
時
損
金
ま

た
は
必
要
経
費
に
算
入
さ
れ
る
資
産

○ 

取
得
金
額
が
20
万
円
未
満
で
、
法
人

税
・
所
得
税
の
申
告
上
、
３
年
間
で
一

括
し
均
等
償
却
さ
れ
る
資
産

○ 

自
動
車
税
や
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象

と
な
る
自
動
車
・
軽
自
動
車
・
ナ
ン
バ
ー

の
あ
る
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど

問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
資
産
税
係
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所
有
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
場
合
に
は
、

『
相
続
人
代
表
者
指
定
届
出
書
』の
提
出
に

よ
り
相
続
登
記
を
完
了
さ
れ
る
ま
で
の
間
、

固
定
資
産
税
等
の
賦
課
徴
収
及
び
還
付
に

関
す
る
書
類
を
受
領
す
る
相
続
人
の
代
表

者
を
指
定
願
い
ま
す
。

　

固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
を
賦

課
期
日
と
し
て
、
そ
の
所
有
者
に
課
税
さ

れ
ま
す
。

　

家
屋
の
新
築
等
に
伴
い
、
平
成
28
年
中

に
家
屋
を
取
り
壊
し（
一
部
取
り
壊
し
も

含
む
）、
家
屋
滅
失
登
記
を
し
て
な
い
方

で
、『
家
屋
取
壊
届
出
書
』を
提
出
さ
れ
て

い
な
い
場
合
は
、
至
急
税
務
課
資
産
税
係

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
『
家
屋
取
壊
届
出
書
』を
提
出
し
て
い
た

だ
か
な
い
と
、引
き
続
き
固
定
資
産
税
が
課

税
さ
れ
ま
す
。必
ず
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
課
税
対
象
家
屋
は
、
４
月
に
納

税
通
知
書
と
一
緒
に
送
付
し
た「
課
税
明

細
書
」に
よ
り
確
認
が
で
き
ま
す
。

平
成
29
年
度

償
却
資
産（
固
定
資
産
税
）申
告
の
お
願
い

　

償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個
人
で
工
場

や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て
い
る
人
が
、
そ

の
事
業
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る

機
械
・
器
具
・
備
品
等
を
い
い
、
次
の
６
種

類
の
事
業
用
資
産
で
す
。

①
駐
車
場
・
鉄
塔
な
ど（
構
築
物
）

②
旋
盤
・
動
力
配
線
設
備
な
ど

　
（
機
械
お
よ
び
装
置
）

③
船
舶

④
航
空
機

⑤
大
型
特
殊
自
動
車
な
ど

　
（
車
両
お
よ
び
運
搬
具
）

⑥
測
定
工
具
・
机
・
椅
子
な
ど

　
（
工
具
・
器
具
・
備
品
）

申
告
の
対
象
と
な
る
償
却
資
産

申
告
の
方
法

提
出
期
限

原
則
と
し
て
申
告
の
対
象
に

な
ら
な
い
も
の

前
年
度
申
告
を
さ
れ
た
方

　

町
か
ら
12
月
中
旬
頃
に
申
告
書
を
送
付

し
ま
す
。
平
成
28
年
１
月
１
日
か
ら
同
年

12
月
末
日
ま
で
に
増
加
・
減
少
し
た
資
産
、

ま
た
は
修
正
を
必
要
と
す
る
資
産
の
申
告

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

新
規
に
申
告
さ
れ
る
方

　

申
告
書
は
役
場
税
務
課
に
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
ご
連
絡

い
た
だ
け
れ
ば
送
付
致
し
ま
す
。

　

全
資
産
を
種
類
別
明
細
書
に
記
入
し
て

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
事
業
を
行
っ
て
い
て
も
、
申
告

す
る
資
産
が
な
い
場
合
に
は
、
申
告
書
の

備
考
欄
に「
該
当
資
産
な
し
」と
、
明
記
し

て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

電
算
処
理
で
申
告
さ
れ
る
方

　

事
業
所
独
自
に
申
告
書
を
作
成
さ
れ
る

場
合
は
、
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
の
全

資
産
を
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
告
書
の
提
出
期
限
は
、
地
方
税
法
第

３
８
３
条
で
１
月
31
日
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

申
告
書
が
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
お
早
め
に
税
務

課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
28
年
中
に
家
屋
を
取
り
壊
し
た
皆

さ
ん
は
届
出
を

所
有
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
と
き
は
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ご注意ください！　記帳・帳簿等の保存制度
　平成26年1月から、事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行うすべての方（所得税の申告の必要
がない方を含みます。）に、記帳・帳簿等の保存が必要となりました。記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳
細は、国税庁ホームページをご覧ください。

税務署からのお知らせ

平成28年分 青色申告決算等説明会を開催します
　税務署では、青色申告をされている個人の方を対象に、青色決算書の作成方法や作成に当たっての注意点な
どについて、説明会を次のとおり開催します。
　説明会で使用する資料は、当日会場で配付し、講師は税務署職員（または税務署が依頼した税理士）が行います。
　なお、会場の所在地などは、関東信越国税局のホームページにも掲載されますので、併せてご覧ください。

開催月日 時　　間 会　　　　　場 対象地区

12月１日(木) 午後2時～4時 佐久市佐久平交流センター
（佐久市佐久平駅南4－1） 佐久市（佐久地区）

12月５日(月) 午後2時～4時 小諸市文化センター第一講義室
（小諸市甲1275－2） 小諸市・御代田町

12月８日(木) 午後2時～4時 軽井沢町商工会館
（軽井沢町中軽井沢9－3） 軽井沢町

1 営業・不動産所得関係

開催月日 時　　間 会　　　　　場　 対象地区

12月１日(木) 午前10時～12時 佐久市佐久平交流センター
（佐久市佐久平駅南4－1） 全市町村

※各会場とも、駐車場のスペースに限りがあります。
※対象地区以外の会場へもご出席いただけます。

2 農業所得関係

問い合わせ先　佐久税務署（担当部門：個人課税第一部門）　電話　0267（67）3460（代表）
※ 自動音声案内に従い「２」をお選びください。

　

農
地
法
、
地
方
税
法
等
の
改
正
に

よ
り
、
平
成
29
年
度
か
ら
農
地
に
対

す
る
固
定
資
産
税
の
増
額
・
軽
減
が

行
わ
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
農
地
は
、
各
条
件
に

該
当
す
る
農
地
で
す
。

○
増
額
と
な
る
対
象
農
地

　

平
成
27
年
度
に
農
業
委
員
会
が
実

施
し
た
遊
休
農
地
利
用
意
向
調
査
の

結
果
、
改
善
策（
自
作
、
貸
借
、
農

地
中
間
管
理
機
構（
※
）へ
の
貸
付
意

思
等
）を
と
ら
ず
、
遊
休
農
地
の
状

況
が
継
続
さ
れ
る
場
合
に
行
わ
れ
る

「
農
地
中
間
管
理
機
構
と
の
協
議
の

勧
告
」を
受
け
た
農
地
が
対
象
と
な

り
ま
す（
た
だ
し
、
森
林
の
様
相
な

ど
農
地
と
し
て
再
生
不
可
能
で
あ
る

と
し
て
、
農
業
委
員
会
が
非
農
地
判

断
し
た
場
合
は
対
象
外
で
す
）。
な

お
、
勧
告
を
受
け
た
後
、
遊
休
農
地

が
解
消
さ
れ
た
場
合
や
農
地
中
間
管

理
機
構
が
借
り
入
れ
た
場
合
等
に
お

い
て
は
、
勧
告
が
撤
回
さ
れ
、
翌
年

度
以
降
の
税
増
額
は
解
除
さ
れ
ま
す
。

※ 

農
地
中
間
管
理
機
構
と
は
、
市
町

村
等
と
連
携
し
て
農
地
の
貸
し
借

り
な
ど
の
事
業（
農
地
中
間
管
理

事
業
）を
行
う
公
的
機
関
で
す
。

○ 

対
象
農
地
に
な
っ
た
場
合
、
い
く

ら
増
額
さ
れ
る
の
か
？

　

対
象
と
な
る
遊
休
農
地
は
、
一
般

農
地
に
適
用
さ
れ
て
い
る
軽
減
措
置

が
な
く
な
り
、
固
定
資
産
税
額
が
約

１
．
８
倍
に
な
り
ま
す
。

農
地
の
課
税
が
変
わ
り
ま
す

○
問
い
合
わ
せ
先

　

課
税
に
関
す
る
こ
と

　
　

税
務
課
資
産
税
係
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農
地
に
関
す
る
こ
と

　
　

産
業
経
済
課
農
政
係
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　 一般農地 遊休農地
単　価 50円/㎡ 50円/㎡
面　積 1,000㎡ 1,000㎡
補正率 0.55 なし
評価額 27,500円 50,000円
税　額 385円 700円

一般農地との比較例

増額になると
税額が約1.8倍に！

貸付期間と軽減期間
機構への
貸付期間

固定資産税
軽 減 期 間

15年以上 5年間
10年以上
15年未満 3年間

 

○
軽
減
と
な
る
対
象
農
地

　

農
地
中
間
管
理
機
構
に
、
所
有
す

る
全
農
地（
10
ア
ー
ル
未
満
の
自
作

地
を
残
す
こ
と
は
可
）を
新
た
に
貸

付
け
た
場
合
に
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、
10
年
以
上
貸

付
け
た
場
合
で
、
貸
付
期
間
に
応
じ

て
軽
減
期
間
が
異
な
り
、
期
間
中
の

固
定
資
産
税
額
が
２
分
の
１
に
な
り

ま
す
。
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